
一般会計

円

1

2

金 額

187,707,398,802

184,186,917,566

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

3,520,481,236

0

歳 入 歳 出 差 引 額

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

51,971,000

0

51,971,000

3,468,510,2365

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4

未収入特定財源

備考　：　決算書の翌年度繰越額と本調書「４ 翌年度へ繰り越すべき財源」との差額は、未収入特定財源である。

140,538,000 円 51,971,000 円

翌年度へ繰り越すべき財源

－ ＝

翌年度繰越額

88,567,000 円



国民健康保険特別会計

円

1

2

金 額

35,347,736,616

34,933,659,010

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

414,077,606

0

歳 入 歳 出 差 引 額

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

0

0

0

414,077,6065

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4



介護保険特別会計

円

5

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

0

0

0

1,458,797,631

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

1,458,797,631

0

歳 入 歳 出 差 引 額

1

2

金 額

26,023,020,485

24,564,222,854

歳 入 総 額

歳 出 総 額



後期高齢者医療特別会計

円

1

2

金 額

7,332,459,975

7,291,642,098

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

40,817,877

0

歳 入 歳 出 差 引 額

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

0

0

0

40,817,8775

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4


